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ＲＰＳ法とは１． ＲＰＳ法の概要

ＲＰＳ法は、小売電気事業者に、新エネルギー等から発電される電気を一定量以上利
用することを義務付けることにより、電力分野における新エネルギー等の更なる導入拡
大を図ることを目的とする。

・エネルギー安定供給の確保
・地球温暖化対策への貢献
・新規産業・雇用創出への寄与

国が利用目標量
を策定

新エネ等電気の利
用の推進

各電気事業者ごとに
義務量を割当て

ＲＰＳ法ＲＰＳ法

コスト削減導入普及

新エネルギーの推進新エネルギーの推進

○ ＲＰＳ法とは、我が国のＲＰＳ（Renewables Portfolio Standard）
制度である、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関す
る特別措置法（平成14年法律第62号）」の通称。

○ 本法は、平成１４年に公布され、平成１５年度（2003年度）から
施行。

研究開発研究開発

の推進等の推進等
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ＲＰＳ法に係る経緯１． ＲＰＳ法の概要

平成13年６月 新エネルギー部会報告書
・ 新エネルギー導入目標として、平成22年（2010年）に1910万ｋｌとすることを決定。
・ 発電分野について、効果的な「新たな市場拡大措置」に関し、諸外国の実施状況を参考にしつつ、我が国の実情に即した新たな
制度の導入に向けた検討の必要性を指摘。

平成13年12月 新市場拡大措置検討小委員会報告書
・ 諸外国の事例等を踏まえ検討した結果、対策効果の確実性、電源選択の自由度、コスト削減インセンティブ、市場機能の活用等
の観点から、総じてＲＰＳ制度が優れていると評価。

・ 「我が国においては、ＲＰＳ制度を基本として、 （略）新たな市場拡大措置の具体的な設計を行うことが望ましいのではないか。」と

して、その基本フレームを提示。

平成14年６月 「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」（ＲＰＳ

法）成立

平成14年11月 新エネルギー部会
・ 平成15年（2003年）～平成22年（2010年）に係る利用目標量、対象エネルギー等について答申

平成14年12月 ＲＰＳ法一部施行（設備認定）

平成15年４月 ＲＰＳ法全面施行

平成18年５月 ＲＰＳ法評価検討小委員会報告書
・ 法附則第５条に基づく施行後３年目の評価・検討を行い、経過措置期間の義務量の引き上げ等を決定
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１． ＲＰＳ法の概要 ＲＰＳ法の仕組み①

○義務対象となる電気事業者：電気を小売する電気事業者３９社（平成１８年度）
一般電気事業者 １０社（東京電力等）
特定電気事業者 ６社（六本木エネルギーサービス等）
特定規模電気事業者 ２３社（ダイヤモンドパワー等）

ＲＰＳ法の義務対象者は
下線・斜字部分。

（自家消費分は含まず）

電力会社が、送電網電力会社が、送電網
ネットワークを所持ネットワークを所持

家庭 コンビニ・商
店街など

小規模工場等

規制部門

デパート、オフィス
ビルなど

大・中規模工
場など

自由化部門
電力需要

配電
料金規制 自由料金

配電

卸電気事業者

200万ｋｗ超の発電設備を所有

送電網ネットワーク
（系統）

卸供給事業者

独立発電事業者（ＩＰＰ）

電力会社電力会社

原子力、
火力発電
新エネ等発電

特定規模電気事業者特定規模電気事業者

新規参入者、いわゆるＰＰＳ
と呼ばれる事業者。自由化
部門の電力需要のみが対象。

火力発電
新エネ等発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電 風力発電風力発電風力発電

バイオマス発電バイオマス発電

新エネ等発電事業者

地熱発電

中小水力発電

売電 売電

売電

送電
送電

特定電気事業者

送配電

火力発電
新エネ等発電

特定地区

一般需要か
らは区分され
る限定された
地区

売電
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１．ＲＰＳ法の概要

ＲＰＳ法の仕組み②

○対象となる新エネルギーの種類
以下、５種類の新エネルギーを対象。

①風力

②太陽光

③バイオマス（廃棄物発電のうちバイオマス由来分は、対象として含む）

④水力（水路式で1,000kW以下）

⑤地熱（熱水を著しく減少させないもの）

※具体的に、義務履行対象となる個々の新エネルギー発電設備については、設備認定を実施。
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１．ＲＰＳ法の概要１．ＲＰＳ法の概要

ＲＰＳ法の仕組み③

○利用しなければならない新エネルギー等電気の量（利用目標量、義務量）

・経済産業大臣は、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、全国ベースでの

利用目標量（４年ごとに先８年間の目標）を設定。

※利用目標量を踏まえた上で、個別電気事業者ごとの履行すべき義務量（基準利用量）を
計算し、設定。（前年度の電力供給量を踏まえて、同じ利用目標率にて按分。）

※ただし、法施行前の各社間の格差を踏まえ、法附則に基づく経過措置として、法施行７年
間（平成２１年度まで）は、法施行以前の各電気事業者の新エネ導入実績を踏まえ、調整
基準利用量（実際上の義務量）を設定。

・現在の利用目標量は、平成１５年度から平成２２年度（２０１０年度）まで。（平成
14年に決定。）（次ページ参照。）

※平成２２年の利用目標量（１２２億ｋＷｈ）は、新エネルギー導入目標（１９１０万ｋｌ）のうち、
電力（ＲＰＳ）に係る部分を踏まえて決定。
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１．ＲＰＳ法の概要
（参考）現行の利用目標量、義務量（参考）現行の利用目標量、義務量

１．利用目標

ＲＰＳ法第１８条に基づく新エネルギー等電気の利用目標は下表上段の通り。（平成１５年１月２７日付
けで、経済産業大臣名で告示。）
また、各年度の利用目標から決定される利用目標率は、下表下段の通り。

「利用目標率（当該年度）」＝「全国の利用目標量（当該年度）」÷「全国の電気供給量（前年度）」
※下線以外は推計値

年度（平成）
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

利用目標
（億kWh）

73.2 76.6 80.0 83.4 86.7 92.7 103.3 122.0

利用目標率
（％）

0.87 0.91 0.92 0.93 0.99 1.05 1.16 1.35

２．義務量（調整後基準利用量）

経過措置期間におけるＲＰＳ法附則第３条に基づく調整後の義務量は下表上段のとおり。

※下線以外は推計値

年度（平成）
15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

義務量合計
（億kWh） 32.8 36.0 38.3 44.4 61.2 75.6 94.6 122.0

義務量合計／全国の電気供給量
（％） 0.39 0.43 0.44 0.50 0.69 0.85 1.05 1.35



小売電気事業者
（義務者）

需
要
家
へ
電
気
供
給

原子力、火力等
発電設備 電

気
の
み

小売電気事業者（義務者）自らの
設備で発電し、電気とRPS相当量
を獲得

バイオマス発電 風力発電

太陽光発電

中小水力発電

地熱発電

①自ら発電

（例・３円／kWh）

（例
・５円

／kWh）

Ｒ
Ｐ
Ｓ
相
当
量

他の小売電気事業者と
RPS相当量を売買可能

③他の発電事業者等からＲＰＳ相当量を購入
発電事業者からRPS相当量のみ購入

太陽光発電 バイオマス発電風力発電

中小水力発電

地熱発電

電気は他の小売電気事業者が購入

電気

ＲＰＳ相当量

電気

ＲＰＳ
相当
量

他の小売電気事業者

（例・３円／kWh）
電気

ＲＰＳ相当量

（例・５円／kWh）

（例・５円／kWh）

義
務
履
行

②他の発電事業者から購入
発電事業者から電気とRPS相当量を
セットで購入

太陽光発電 バイオマス発電風力発電

中小水力発電

地熱発電

○義務履行の方法
・義務履行にあたって、義務対象者は、自ら発電したり、直接購入するだけではなく、
他の事業者から「ＲＰＳ相当量」を購入することにより、その達成を図ることが可能。

１．ＲＰＳ法の概要１．ＲＰＳ法の概要

ＲＰＳ法の仕組み④

＊ 新エネルギー等電気相当量（ＲＰＳ相当量）：電気と分離して事
業者間で取引することのできる量で義務履行のために活用でき
るもの。いわば新エネ分の価値に相当。 8



義務履行状況義務履行状況２. ＲＰＳ法の施行状況

○平成15年度から17年度においては、すべての電気事業者が義務履行を行った。
・平成17年度に、義務対象電気事業者（38社）に課された義務量の総量は約38億
kWh（総電気供給量の0.44％）。
・これに対して、平成17年度においては、合計で約56億kWh（総電気供給量の
0.62％）の供給が行われ、前年度からのバンキングも含めて、全ての事業者が義
務を履行。

・なお事業者38社のうち17社が次年度にバンキングを行った。（バンキング総量は
約37億kWh）
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80
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120

140

H15FY H16FY H17FY H18FY H19FY H20FY H21FY H22FY

億kWh
新エネ供給量

前年度からの
バンキング量

義務量

利用目標量
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２. ＲＰＳ法の施行状況

新エネルギー等新エネルギー等の供給総量との供給総量と発電設備の設備容量の推移発電設備の設備容量の推移

○RPSに係る新エネルギーの供給総量及び設備容量は、着実に増加。
・RPS導入以降、３年間で、新エネルギー等の電気供給量は約８７％増加。
・特に、風力、太陽光を中心に伸びてきている。

風力
風力 風力

太陽光

太陽光

太陽光

バイオマス

バイオマス

バイオマス

水力

水力

水力

0

50

100

150

200

250

300

350

400

15年度 16年度 17年度

万
kW

（単位：万ｋW）

風力 太陽光 水力 バイオマス 地熱 複合型 合計

１５年度 67.3 52.8 16.2 116.4 0.0 0.2 253.0 

１６年度 92.1 74.1 16.4 134.3 0.2 0.3 317.4 

増加率 37% 40% 1% 15% － 31% 25%

１７年度 107.5 98.8 17.0 151.3 0.2 0.4 375.2 

増加率 17% 33% 4% 13% 0% 19% 18%

※ ﾊﾞｲｵﾏｽ発電設備の設備容量は全体の設備容量に投入燃料のﾊﾞｲｵﾏｽ熱量比率（各年度実
績）を乗じたもの。

設備容量

風力 風力 風力太陽光
太陽光

太陽光
水力

水力
水力

バイオマス

バイオマス
バイオマス

0
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60

15年度 16年度 17年度

億
kW
h

供給総量

14%100%－13%-23%31%33%増加率

55.80.020.082574.619.1１７年度

21%0%ー8%8%75%45%増加率

49.10.01022.19.13.514.4１６年度

40.70.01020.48.429.9１５年度

合計複合型地熱バイオマス水力太陽光風力

（単位：億kWh）
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新エネルギー等電気の取引価格新エネルギー等電気の取引価格２. ＲＰＳ法の施行状況

○RPSに係る新エネルギー等電気の取引価格は電源によって異なるものの、大きくは
変化していない。

・「ＲＰＳ相当量＋電気」では、風力は価格が低下する一方、水力・バイオマスは価
格が上昇するなど、電源別に異なった傾向となっている。

・「ＲＰＳ相当量のみ」については、５円前後で推移している。

〔加重平均価格の推移(単位：円/kWh)〕

１５年度 １６年度 １７年度

風力 11.8 11.6 11.0

水力 8.1 8.5 8.4

バイオマス 7.2 7.5 7.6

「ＲＰＳ相当量のみ」 5.2 4.8 5.1

「ＲＰＳ相当量＋電気」

出典：取引価格についての経済産業省アンケート結果より（義務対象者に対し毎年実施（回答率100％））

（注）なお、太陽光については、余剰電力購入メニューとして、電力会社が販売している電力料金単価相当額で
購入料金単価を定め、それに基づき購入している（住宅用の場合：おおよそ１９～２３円／ｋＷｈ）。
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３．ＲＰＳ法評価検討小委員会報告書の概要３．ＲＰＳ法評価検討小委員会報告書の概要
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利用目標量

現行の義務量

改訂後の義務量

発電実績

(億kWｈ)

(年度)

←前年度からのバンキング

１．ＲＰＳ法（「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」）

・ 新エネルギーの導入の拡大を目指し、電気事業者に対し新エネルギー利用義務を賦課。

・ 平成１５年４月施行。施行３年後に制度全般について検討を加える旨法附則に規定。

２．評価検討の経緯

・ 同規定を受け、昨年１１月から、総合エネルギー調査会新エネルギー部会ＲＰＳ法評価検討小委員会（委員
長：山地憲治東京大学教授）において検討し、報告書が平成１８年５月末にとりまとめられた。

３．報告書のポイント

①電気事業者に課された新エネルギー等の利用
義務量が超過達成されていることを踏まえ、
経過措置として利用目標量より低く定められ
ている義務量を引き上げる（表）。

②新エネルギー等電気の取引価格の政府による
情報提供の頻度等を見直す。

③長期エネルギー需給見通しの作成時において、
ＲＰＳ法で対象とされる新エネルギー等の電
力分野における導入量の大まかな目安を検
討。

④水力及び地熱の対象範囲は、今年度行う平成
２６年度までの利用目標量設定作業に併せて
再度検討。

⑤義務者、その他企業の新エネルギーの取組や
グリーン電力証書等の民間による新エネル
ギーの促進プログラムについての情報提供や
広報に努める。

年度（平成） 15 16 17 18 19 20 21 22 

現行義務量(億kWh) 32.8 36.0 38.3 41.2 44.2 64.1 88.9 122 

新義務量(億kWh) ― ― ― 45.5 61.2 75.6 94.6 122 

年度（平成） 15 16 17 18 19 20 21 22 

現行義務比率(％) 0.39 0.43 0.44 0.47 0.50 0.72 0.99 1.35 

新義務比率（％） ― ― ― 0.52 0.69 0.85 1.05 1.35 
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４．今後の課題４．今後の課題（ＲＰＳ法に係る２０１４年度までの新エネルギー等電気利用目標について）（ＲＰＳ法に係る２０１４年度までの新エネルギー等電気利用目標について）

１．ＲＰＳ法に基づく新エネルギー等電気利用目標の設定

「経済産業大臣は、４年ごとに総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、経済産業省
令で定めるところにより、当該年度以降の８年間についての電気の利用の目標（以下「新エ
ネルギー等電気利用目標」という。）を定めなければならない。」

前回：平成１５年１月に、平成１５～２２年度の新エネルギー等電気利用目標を設定。

今回：本年度中に平成１９～２６年度（２０１４年度）の新エネルギー等電気利用目標を設定。

２．新エネルギー等電気利用目標設定に関連する事項

その他、前回のＲＰＳ法評価検討小委員会で指摘された水力及び地熱の対象範囲も含め、
新エネルギー等電気利用目標設定に関連する事項等について、必要に応じ議論すること
が必要。
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